
国
保
税
の
算
定
方
式
の
う
ち
｢
資

産
割
｣
を
廃
止
し
、
そ
の
他
の
税
率

に
つ
い
て
は
｢
所
得
割
｣
の
上
昇
を

抑
制
し
な
が
ら
｢
均
等
割
｣
お
よ
び

｢
平
等
割
｣
を
減
額
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。
(表
１
)

国
保
税
の
普
通
徴
収
(納
付
書
ま

た
は
口
座
振
替
)は
、
平
成
30
年
度

ま
で
４
月
(仮
算
定
)と
７
月
(本
算

定
)の
年
２
回
に
分
け
て
税
額
を
計

算
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
31
年

度
か
ら
仮
算
定
を
廃
止
し
、
本
算

定
の
み
と
し
ま
す
。
(表
２
)

※
特
別
徴
収
(年
金
天
引
き
)対
象
者

に
つ
い
て
は
、
偶
数
月
に
支
給
さ

れ
る
年
金
か
ら
天
引
き
と
な
る
た

め
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん

○
１
年
間
の
保
険
税
額
は
変
わ
り
ま

せ
ん

納
付
回
数
が
年
間
12
回
か
ら
９
回

に
減
る
た
め
、
１
回
当
た
り
の
納
付

額
は
増
え
ま
す
が
、
１
年
間
の
保
険

税
額
に
は
影
響
あ
り
ま
せ
ん
。

○
保
険
税
額
が
分
か
り
や
す
く
な
り

ま
す

年
度
ご
と
の
保
険
税
の
決
定
が
本

算
定
の
１
回
の
み
と
な
り
ま
す
。
こ

れ
ま
で
行
っ
て
い
た
仮
算
定
と
本
算

定
の
差
し
引
き
が
な
く
な
る
た
め
、

計
算
内
容
が
分
か
り
や
す
く
な
り
ま

す
。

○
納
税
通
知
書
の
発
送
が
年
１
回
に

な
り
ま
す

４
月
と
７
月
の
年
２
回
お
送
り
し

て
い
た
納
税
通
知
書
が
、
７
月
の
１

回
の
み
に
な
り
ま
す
。

○
税
金
の
納
め
過
ぎ
(還
付
)が
減
り

ま
す

前
々
年
中
と
比
べ
前
年
中
の
所
得

が
大
幅
に
減
っ
た
場
合
や
、
仮
算
定

期
間
中
に
国
保
を
脱
退
し
た
と
き
な

ど
に
あ
る
国
保
税
の
納
め
過
ぎ
が
な

く
な
り
ま
す
。

福
祉
医
療
受
給
資
格
者
証
を
持
っ

て
い
る
重
度
心
身
障
害
者
(身
体
障

害
者
手
帳
１
・
２
級
、
障
害
年
金
１

級
、
療
育
手
帳
Ａ
・
Ｂ
１
(Ｂ
中
)、

障
害
年
金
１
級
程
度
の
障
害
で
年
金

を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
)。

平
成
31
年
４
月
か
ら
。

県
内
・
県
外
を
問
わ
ず
医
療
機
関

に
入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
は
、
入

院
の
際
に
｢
減
額
認
定
証
｣
を
医
療
機

関
の
窓
口
に
提
示
し
た
場
合
の
み
助

成
し
ま
す
。

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
助
成
対
象

外
で
、
入
院
時
の
食
事
代
は
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
。

▽
減
額
認
定
証
の
提
示
忘
れ

▽
減
額
認
定
証
を
申
請
し
た
が
間
に

合
わ
ず
提
示
で
き
な
か
っ
た

▽
後
か
ら
減
額
認
定
証
を
申
請
し
た

▽
一
定
の
所
得
が
あ
り
減
額
認
定
証

が
交
付
さ
れ
な
か
っ
た

理
由
は
大
き
く
２
つ
あ
り
ま
す
。

１
つ
は
、
在
宅
で
の
療
養
を
進
め
て

い
く
中
、
医
療
機
関
に
入
院
さ
れ
て

い
る
人
と
在
宅
・
介
護
施
設
で
療
養

さ
れ
て
い
る
人
と
の
食
事
代
の
公
平

性
を
図
る
た
め
で
す
。
も
う
１
つ
は
、

医
療
費
が
増
え
続
け
る
状
況
の
中
、

福
祉
医
療
制
度
を
将
来
に
わ
た
っ
て

持
続
可
能
な
制
度
と
し
て
安
定
的
に

運
営
し
て
い
く
た
め
で
す
。

医
療
機
関
の
窓
口
で
提
示
す
る
こ

と
で
、
入
院
時
に
支
払
う
食
事
代
が

減
額
さ
れ
る
も
の
で
す
。
主
に
住
民

税
非
課
税
世
帯
の
人
が
対
象
と
な
り

ま
す
。

医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
を
示

す
限
度
額
適
用
認
定
証
と
兼
ね
て
い

る
場
合
は
、
区
分
が
オ
、
低
所
得
者

Ⅰ
、
低
所
得
者
Ⅱ
の
い
ず
れ
か
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。

保
険
証
に
記
載
し
て
あ
る
ご
加
入

の
保
険
者
が
発
行
し
ま
す
。
申
請
か

ら
手
元
に
届
く
ま
で
時
間
が
か
か
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
早
め
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

■
国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
の
人

市
役
所
で
申
請
で
き
ま
す
。
保
険

証
と
印
鑑
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
職
場
の
健
康
保
険
の
人

職
場
、
ま
た
は
保
険
者
へ
の
申
請

と
な
り
ま
す
。

申
請
に
は
市
役
所
で
発
行
す
る
被

保
険
者
の
｢
非
課
税
証
明
書
｣
を
添
え

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
非
課
税
証
明
書
は
、
福
祉
医
療
受

給
資
格
者
で
は
な
く
、
医
療
保
険

の
被
保
険
者
の
も
の
で
す
。
ご
注

意
く
だ
さ
い

県
外
の
医
療
機
関
で
も
、
減
額
認

定
証
を
窓
口
に
提
示
し
て
い
れ
ば
助

成
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
自
己
負
担
分

を
立
て
替
え
払
い
し
、
領
収
書
を
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、
市
で
手

続
き
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
翌
月

以
降
に
支
給
し
ま
す
。
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平成31年度の

国民健康保険税

についてのお知らせ
問い合わせ　市民課国保年金係☎内線３１３１・３１３３

国
民
健
康
保
険
(国
保
)は
、
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
安

心
し
て
医
療
機
関
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
加
入
者

の
皆
さ
ん
の
国
保
税
と
公
費
を
財
源
に
成
り
立
っ
て
い
る
医
療

保
険
制
度
で
す
。

市
で
は
、
平
成
30
年
度
か
ら
群
馬
県
と
共
に
国
保
の
運
営
を

担
っ
て
お
り
、
県
が
示
し
た
標
準
保
険
料
率
や
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
の
収
支
状
況
、
ま
た
県
内
の
動
向
な
ど
を
考
慮
し
協

議
を
重
ね
て
き
た
結
果
、
平
成
31
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
税

の
改
正
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
仮
算
定
廃
止
に
よ
る
影
響
◆

国
保
税
の

税
率
を
改
正
し
ま
す

普
通
徴
収
の

仮
算
定
を
廃
止
し
ま
す

(表１)国保税の税率

重
度
心
身
障
害
者
の

福
祉
医
療
受
給
資
格
者
証
(医
療

費
無
料
化
の
ピ
ン
ク
の
カ
ー
ド
)

を
お
持
ち
の
皆
さ
ま
へ

問
い
合
わ
せ
　
市
民
課
国
保
年
金
係
☎
内
線
３
１
３
２

平成31年４月から、福祉医療制度が一部変

わります。入院時食事療養費について助成を

受けるためには、医療機関の窓口で｢標準負担

額減額認定証(以下、｢減額認定証｣)｣の提示が必

要になります。

※一定の所得があるなど減額認定証をお持ち

でない人は自己負担が発生します

対
象
者

変
更
と
な
る
時
期

変
更
点

な
ぜ
制
度
が
変
わ
る
の
？

減
額
認
定
証
と
は
？

県
外
医
療
機
関
の
入
院

減
額
認
定
証
は

ど
こ
で
も
ら
う
の
？

減額認定証(見本)

区分

所得割

資産割

均等割
(1人当たり)

平等割
(１世帯当たり)

医療分

改正前 改正後

6.20% 6.80%

21.00% 廃止

26,200円 24,100円

24,000円 22,000円

後期支援分

改正前 改正後

2.20% 2.40%

6.80% 廃止

9,400円 8,700円

8,000円 7,300円

介護分

改正前 改正後

1.80% 2.10%

6.70% 廃止

10,700円 10,700円

6,600円 6,600円

(表２)国保税の納期

[改正前]平成30年度まで

※１期(４月)から３期(６月)を仮算定として前年度の国保税の12分の３を納付してもらい、４期(７月)以降は前年の所得か

ら改めて税額を計算し、仮算定との差額を引いた上で、残りを９回に分けて納付してもらっていました

[改正後]平成31年度から

※仮算定を廃止し、本算定として７月に税額を計算し９回に分けて納付してもらいます

４期

７月

５期

８月

６期

９月

７期

10月

８期

11月

９期

12月

10期

１月

11期

２月

12期

３月

本算定(７月）

期別

納期

納税通知書

１期

４月

２期

５月

３期

６月

仮算定(４月)

期別

納期

納税通知書 廃止

１期

７月

２期

８月

３期

９月

４期

10月

５期

11月

６期

12月

７期

１月

８期

２月

９期

３月

本算定(７月）


